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第 1条 催レ途9受領方法と契組D成輸

1 この契細 こよ引顎 ,昔ス金 D嚇 沸よ ラ辱融舒訓製関 (以下「醐 動 という)にお する借主名抄

返渕■頭金日座

^の
入金の方漁 こよる1)のとし́/雨蛯鄭り｀jtに

名義の辺 悧■子tゝ 111主にメ詮 しr‐Jl点を1,

つてウ筆勺のヴレリカヽ Lじるものとし́まづt

2 衡 嚇誓期よ この契紅 こよる借主α苦ス0とついて、そα苦スこユ,こ
":な

され劇 惜主名詞 罰縦lll詮 口

座から、秘 樋 隕 副 噺 青求議 たI期 切 ヨこよらま 借D― しい を ムい戻し

のうえ、当該振込依頼書 こよる躙 こ充当することができるものとしま丸

第 2条 仮利翁島錮碧り自動燿D
l 借」よ ラ訴曜y施醗のため、鋼 日 は済日力窃 引曹8り 日ヽの場創こは、その日の翌設 日。以嗣

Llまでに抑 瑯 囃施議額 伴年ごと増覆返商知用の場舒コ
ー

日に鐸修返済額を毎月の返済額

1劫Πえた諷 以下同Ll本日当額を返瀬 騰 日屈 こ預け入れておくものとしますl

2期 よ各返済日
'ゴ

彙筋∃隕 同払戻請求書ま翻 男ヽ事こよらず返渕■預金日座から払い戻しのうな

毎日の元利金の返淵 こあてるものとしまtた だし 興L割研詮 日座の残高力海回の元利金返済劉 こ満たな

,場斜こ|よ 金融磯関はその一部の返淵 こあてる動 Vカビ員 返済力渥延することとなりま魂

3第 1現こよる詢 ナスЙ功洛駆蔚 日より遅れ池易創コよ 金融幽諷蒟訴栓返済額と損害金の合計額をもつて

第 2項と同膨う動
"ゞ

できるものとしまt
4金融機関|よ この努何こ関して借主の負担となる 明の費用tとヽ て、返済日に力

"わ
らり梯 2項と冊 驚ヽ

返務用腰金口座から払1涙しの うえ、これに充当することができるt)のとしま丸

第3条 繰 り■l勁
1 イ古まブ 、`この契約による債務を期限前 繰 り■l汽返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所

定の日までに醐 ■、通知するものとしまt
2 繰り]」 う図芹こより半午ごと堵厳逆″箔じンシ博斥嵯

"ち
∂嚇舒上 繰り上うほ斉日に支払うものとしま九

3催言功繰 り_打弱返済物 こ|よ 繰りJJ詢国斉日laなける%の 呼うおをカ ムうものとしま,1

4 -部繰りJ― る場舒コよ 第 11動 らヽ第 3項および熱 ヽ動 、金融若場所定のが自こより取扱う

ものとしますL ●嚢も、同表と薄 よる職 しヽ こよる卵 ごよ 金酬機関とは るものとしま魂

初 JL蜘フカ 半 年 ご と増 額 返 済 171用

繰 りJ■ず樋,斉

できる金額

繰 り11,鴎Hに続

くrl単イ立の返済元令

の信 1額

T=IDとい 贈頂
C繰り[1カ国斉日t続く6ヵ月引立に取りまとめた毎

月疇 詮

②その期間中の半年ごと増額返済元金

返済llll日 の繰

り|ます

返済元金に応じて、以後″節野 日を繰 り■げま丸 この場斜こも、繰り11う晨

済後1載割1する碑 よ 表記の通りとし 変わらないものとします

第4条 α推の変D
l 金融慨羽|よ 民法548条の 4υ  llし きキ 3き 、棚 レ場理遇き ,ヽで よ 効内発J=期を定め、インター‐

ネットそ釧也の適明な方を
=輔

呂1日 ぶ ・ヽ うえで変更できるものとします1

2 南II・ ■月わらうヽ 都 メ1用t変更しないものとしまりLただし、金融情勢のパ ヒそσメ也相当の事由がある

場合 こは、制 1導言砺 1率を 1■こ霰 ,tる下脚 ものに変快璧することができるものとしま丸 頌

にあたつて,よ あらかじゆ彗耐こより通庫けてものとしま蔦

第5条 鯉  仰

1借主または保証人羽司■■娘オ財尉硼

…

等この場何こよる債随の保全を必要とける相当の事油力性 じ、

金副繊瀾力湘 当期 を定めて青求をし椀 こは、胸 :始洞靭場ンラ関思するオヨ呆もしく,世獣]着濁日箕し、

また1贅霜正人をたて、もしくはこれを動 けるものとしま丸

2 性ヨよ オ蝶 こつい中 しヽ または第裁 瑚こ権利を設定もしくは譲渡するとき|よ あらかじ

め書面により金訓圏関́ 朔鯨若者尋るものとします1る捐粥擬鼎よ そσ顔 等がなさ才して11町剰田口 ,威少洋

噸 瑯 を生ずるおそれがない場合こIよ こオヽを承諾するものとしま丸

3 借主がこ0芳絣銀こよる債務をEITしなわつ調 こは 鋭 よ 胞 ン辟売ま71ま珊 埴 当と言わ ら

れる払 時期、価格笥こより全訓開鄭凛れ ■` ]雑取立または処分のうえ、その取得金から諸割弔を差

し弓‖V3曳領を自融機関の統 する1日¬こより働像,捕帰こ充当できるものとしま丸 取
「

金をこの契約に

よる債務の弁済 こ充当した後lこ な周賞動 ,丼DOヽる場合こIJ告抱歯直ちに弁済するものとヒ 踊詔笛こ

斜 助性 じた場,こは鋤 まこオt猪 1自蟷 るものとしま丸

4 借主力治融機関に提供した担fttIついて、軽 鶏 、輸送途中の事故等やむをえなし潮 青によつて損害が

生じた場創ム 鋤 撲市″負わな1裁u漱らなし薄掏によるとき器 、その損害葺卸 卵 す

るものとしま丸

第6条 ∝限帥2鍾馳醸義粉

1 借主がこの勢制こよる債務の返済を遅延し 金融機関から書面こより曽足しても、次の返済日ま0玩 禾1金

い を舎Dを返済」轟 つたとき,ょ 借コまこの発徹こよる債務全鋼とつい¨ L益

“

しヽ表

記の返済方濃こよらま 直ちにこ必 つによる申 姉 るものとしま丸

2 次の各号¢蕩群ヽ こ|よ 催層」よ 金刷聯『
励 らヽ嬌う褐こよって、こ́躙 による場 とつ0ヽ C丼晰ヒオ益

独 、表記の返済方法 こよらす 直ちにこ嘲

'こ

よる印 を返済するものとしま,1

(1)胸竣融機関との取引上の他グ蘭観こつい
―

I溢を失ったとき

② 第5条第1項もしくは第2燿または第11条の尻宙収 したとき

③ 借主力技払狙亭止したとき

141胸河■妓挨所または電刊園輛蔵諦鰹れ郷引停¨ すたとき

⑤ 借J‐ -2tヽて破産もしくは民事再生崩続開始の申立てがあったとき

⑥ 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開陽があったとき

0借 勘 綸J豫更の届け出を怠るな出昔主力漬任を負わなけ河ね らな0沖伯によつて金融曹矧喘 主

のう7勧ヨ副1となったとき

③ 借主力玲刷機霞胸棉素の資利提供または報告をしヒとき

t91前各号の1動 、性詞 ヨ刊 懇 躇 じ ワγ♭性 じるなどう研金 倣記援捨り の返済力できなくな

る本目当の事由力注 じたと金量勝饗レ場&わたとき

3 第2項の場舒aれ てヽ、侶主が

―

出を怠る、あるレ湘喘芭が醐 からの請求を受領しないな

ど、借主鐵 負わなllalЙ らなυ寧由により請求力涎着しまた
`trI瞳

しな力つた場含ま、通信うI撻す

祥 略

…

ものとしま丸

第7条 0露妊ぎ虜瑯

1 イ静 またI灘霜L場よ 見
=暴

力団、暴力国民 暴力団員でなくなった時から5年を経過しな0ま 暴力団

準構成員、暴ガ頭鄭鷺撻ね 総会肇宗 社会置勢割票fう ゴロまたIJ議囀舗域V朔調喘ミそ囃 これらに

準ずる者 似下これらを「暴力団景詢 という。)1茜娼 しないこと、および次か智詐械ザれ こも該当し

ないことを表明臥 力YE嶋来コメしっても該当しれ こヽと補 ついたしま丸

(1)暴力団員等力経営を支配し0ヽると認められ,る関係を有すること

② 暴力団員等力経営に実質的に関与していると認められる円系を有すること

③ 自己 自社もしくは第二者の不正蘇 I播J図る目的または第二部こ損害を加える目白旬をもつてするなと

不当tα鷲ガ]員等替 1用 していると認められる関係を有すること

④ 暴力風員等に対して資金等を自共臥 または便宜を供与するなどの関与をしていると認められあ関係を

有すること

⑤ 役員また|ま経営に実周的口詞与している者力瀑力団員等と社会館こ非難されあべき関係を有すること

2 借主まなJ馬■んよ 自らまたは第二格 り用して次の各レ にでも該当寸る行為者iわないことを確約

いたしま丸

(1)暴力的な要鶏晟為

(2)脚辱討宮齢巴えた不当な輸 為

③ 取引 d関して、鰤 な詢 をし ま7_動 を用いる酪

(0風説を流布し 偽計を用いまたは威力割■いて鋤 割弔を毀損し、または金融機関の業務を妨害

する行為

(5)その他前各別こ準ずる

`読

契約規定

3 借主またIJ霜ひ Jヾ、暴力団員等t,しくは第1項辞訂うしずね
"ヽ

ξ亥当し、もしく1歯証動 うし、デね功 こヽ

該当する行為をし またlt第 1項の規自こもとづく表明 確御欄 して虚偽の申告をしたこと力呻朗 臥 借

主との取号を豫腑 ることが研 ある場斜 こは 性コ噸 ら請求があり次僚 醐 月,J片
る|｀つさい刻責稼

'椰
彫パ1溢を気 、ヽ直ちに債務翻 しま丸

■ミ 借主が住所変W,冒出を怠る、ある0ヽゴ荏1‐

"唆
測鵬横卜らの請求を受鎮しないなよ 借D鴻語を

負け 1ヽ,u量 らなレ淳由により請求力涎着しまたは到菫しな力つ助 よ通常到産すべき‖謝瑯 J

益カリきオ1えものとしま丸

4前項の規定の適用により、借主またIJ馬正鳩醐寒議性 じた場合こも、金融機関になんらの請求をしませL
また、金融機関に損害力性 じたときは、結主またIゴ鶏ひめ髪つ責任を負いま丸

第8条 ∝測機関からの相働

1 枷 よ この契紐こよる散 )う ち各迪済日力撃峡 したもの、または第6条こよって返済しな|"u漱
らないこの契約による借主の債務全額と、信主の金融機関に対する腋 定期嶺嵐 その他の債権とを、そ

の責権の期限のし

"ソ
コ3,■)らず 嘴 ることができま丸 臨 、こα搬 をするときlよ 書面により借

」価 するものとしま丸

2 金融綿勲細 ηこよっで訴け 錫 舒コよ 債爾跡 帽および斡 揚剪間卦鮒ギ1章翅フ)日 まで

とし 予脳は定窮肺望ヽ そ
`米

ζ】責橘′禾悴 禾回りに,ヽでよ 預金 定渕腑記b規こ罵望友,,こよりまた

第9条 礎注からい

1 借ヨ i、 数 浄峡 している借主の予尾袂 定期積金そ0也の債権とこの契御こよる債務とを、その賢務の期

限力沫到来であっても相殺することができま丸

2借主力悌 1卿こよつては る場舒コよ 橋 十算を実行する日1留豪餅 日とし、相殺できる金狐 本勝覺

に伴う手数料および相殺計算実議 の各遊済日0繰り上ずヨンついては第3条萌 るものとしま現 この

際 金融機関所定の日ま0こ金融機関へ書面により本靡軸 をするものとは預由 定期横全そα也の

債権の証ま通旧堀 出0メ陽議湖F口 して直ちにこ調鵬関に提出するものとしまt
3 イ:ド功昴 l IIP■ こよつ

―
∂易創コよ 債権債務の千」部 kU†賠 金の言十算期翌よ 1麟類十算実行の日まで

とヒ 預負 矢謬汗齢発の1レ】貴留メ1率・禾回り|とついでよ 預鉱 定師耐醐読警の定翔こよりま九

4 本条 こよる1酵編1算の結失 借主の割樹難   (1回の元金底弗郵職 なし端数金を計D力性 じたと

き,よ 脚 よ その夕恥 るL瀞1預金口座
^入

金する方法こより

…

することとしまt
第10条 催簿の返済割こあて利旧つ

1 金鳳MS助沐勝1をする場銀こ、イ昔主にこの契絢こよる償影,メ劫 こヽも榊 ,こ対し直ちtO底斉」■けれコぜ

ならなし潰務があり、これら剣奇離銭酵4城させるに足りないとき|よ

`断

譲瑚関IJ劃留R全上Z要と言翌5

け L/ol傾向 こより充当し、こオしを借J耐 るものとしま丸 こ
'端

、イ籠ヨよ その充当に対して異議

を述べないものとしま視

2 借主から返済または第9条こより本設 をする場論、こσ泌 主こよる帥 1動 こヽtゝ岬 に対して働 ヾ

あり、これらの責霞銘熙″散 させるに足りないとき|よ借勘 充`当する順序を指定することができますt

}よ借主力流当の幡 を指定しなわ た場舒よ幼 適当と認める順序により充当することができ、

tコまその充当に対して異議を述バないものとします

3借主刻黄像のう一 ,Cも返済の遅延が生じている場合な出ご■ でヽ、第2ヨ劉昔主Э指定により金融機関

υ】責樹呆全上支障力注 じるよそ珈がある場舗よ 金襲若鼎慟曇帯なく異議を述べたうえで、相当の期間内に

担保・イ馬LD閃兄等を考慮して、金利闊蠍科錠 する胴¬こより充当することができるものとしま魂 この

場合 金融幽η職 に充当の同i結 果枷 するものとしま九

4 第2項のなお書または第3項によつて金融幽動 琉当する場創こ|よ 借主の期限未琲為羽笥朔め いでよ

その期限力手味 Jヒものとして、金融機関はその同主方法を指定すること力てきるものとしま丸

第‖条 代 り

…歎 災害等金融機瀾の引■こよらなし剛 青によつて証書そのぼ 準当財半分失 滅失または損傷した場合こ

|よ 佃 よ 金融機関α 青求こよって代り証書等を提出するものとしまt
第12条 Cm

金融機関が、この取う‖こ力功る調書その他の書蜘硼 された印影をこの契約劃卿 の印影または返済用

預金口座の届出印鑑とホロ当の注意をもつ0照合し相瞳ないと認めて取扱ったとき|よ それらの書風め き、

腱 変造そabか事故があっても、そのために生じた損害こついては、金刷幡冊ま責任を負わないものと

しま茂

第13条 GttDttD

-4写
ずる剣調|よ イ昔勘 嗅け るものとしまt

(D侮 または保言1:人|よナケる樹 」
'ス

■史また
`‖

果鋼こ冊する費用

② この契約 餞拠契約を舘 DI‐ きヽ必要と`する手数|■ 自■lVヽ

第14条 GttD自動支D
第 13条こよリイ詢 る鋼蜘 1琴払 う費用α劫、衡硼欄樋 じて、四 じ引 j払う剤弔に

つして |よ 第2籍 2項と同園こ 金融開対1域蓼開総 口座から払し涙 I妙うな その支限こあてること

力・
~Aる

ものとしま丸

第15条 個出羹興ン感晨 厄鯛議現吹等の届出)

1 イ吉迅ょ 氏洛、御 i自鑑 電 醗
『

訊際 の他の醐 同]け出た期 錮 あ`つた場拾、まなよ

催日日れ て力自畔月診客瓢こより補駄 イ尉
=tけ

謗霧レ台さオι もしく1劇盲箋郷蓋龍りめ遥 笙されえ

場含ま、直ちに書面こより棚 IJ冒け出るものとしま丸

2 借主力泡 訴変更の届出を怠る、ある0い て鋼蝉場助もの選真はたは週寸書類等を受領しれ な ど

倍主が責任を負わなllluジ 1られ 淳由により通知または日準肇動涎着しまたは至嵯 しな力つた場創よ

通常至嵯すべき日訂ご瞳 したものとしまt
第16条 報告および数勤

1 イ杵ヨよ 金融機関力猶 権果全上必要と認めて請求をしU劾創よ 金融機関は対して、借圭および保証太羽言

用状態ならびごヨおか閃兄い てヽ遅器たく報告し また調査こ必要な便益を日災するものとしま丸

2イ散ヨよ 借主もしくは保証尽研熱 また|■則呆か力卿とついて重大な変化を生じたとき、または生じる

よそれがある堀 コよ 金融幽関に対して報告するものとしま魂

第17条 極洵圏謡Ю回園鮨矮諭

佃 よそ 夏́動勒誕滞した場創こは鋪嚇鰯助涎藝詮′若理コ拠きついて師 の言何 を得たサービサ

ー

`率

」こ甕
=す

ること
'ヨ

司意しま丸

第18条 G転 権利の嶺D
l 命融幽刻よ 将来この発何こよる論 よ0潅利を他の鋪秘鰹鴇龍隷渡 のい信託を含0す ることがで

きるものとしまt
2 第 1項こより債権力機渡された場頷 金融幽謝激 し測司超こ関し、翻 、似¬諦 )受託者を舗D

の代■人 こなることができ、借主ま釘訓磯関に対して、懲 どおり、動 方櫛こよって
―

腔

鞭 を支払|ヽ、金尉機関まこれを諄漬」Jこ燿寸すること力ヽ きるものとしま魂

第19条 纏快情報り斑胆 』ヽする同D
借」よ 男り新妻7)ある 咽メ鯖報の取拠 dヽ関する同意緬 σ】村叡こ同意するものとしま丸

第20条 借意管D
この発何こついて協浄が生じた場舒こ|よ金融爾尋輛ヤ刃

"引

墜籠灘する岬 所を峯灘謝半晰 とするもの

としま魂

第21条 倅拠淘

倍主および斜引曹期よ この契符劃ф く難 憔葬法を日本法とすることに合意■るものとしまt

以  上


